
日野市福祉人材奨学金返還支援金交付要綱 

令和７年１月９日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大学等の卒業に伴う若年層の社会減を抑制し、未来を担う若年層の

日野市（以下「市」という。）への定住を促すとともに、市内福祉事業所等における人

材確保及び定着を支援するため、大学等を卒業後に就業する者で、奨学金の返還を行う

ものに対して支援金を交付する日野市福祉人材奨学金返還支援事業について、日野市補

助金等の交付に関する規則（令和５年規則第73号。以下「市規則」という。）で定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学、大学院、短期大学、

高等専門学校及び専修学校（専門課程に限る。）をいう。 

(2) 奨学金 次条に規定する交付対象者が、学資に充てることを目的とし、本人の名義

で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）第14条第１項に規定する

第一種学資貸与金又は第二種学資貸与金 

イ 地方公共団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第１条の３に規定する地方公共

団体をいう。）が貸与するもの 

ウ 一般財団法人あしなが育英会奨学金 

エ 公益財団法人交通遺児育英会奨学金 

オ その他市長が認めたもの 

(3) 定住 市の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５条に規定す

る住民基本台帳をいう。以下同じ。）に記録されており、当該住所地を生活の本拠とし

ていることをいう。 

(4) 就業 本要綱の施行日以後に締結した期間の定めのない労働契約に基づき就業し



ていることをいう。 

(5) 市内福祉事業所等 老人福祉法（昭和38年法律第133号）、介護保険法（平成９年法

律第123号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定等に基づく別表に定め

る市内に所在する事業所又は施設、若しくは認可保育所、認定こども園、地域型保育事

業所、企業主導型保育施設及び児童養護施設をいう。 

(6) 基準日 認定申請の受付日の翌日以降、最初に到来する10月１日をいう。 

（交付対象者の要件） 

第３条 支援金の交付を受けようとする者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号

に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 

(1) 次条第１項の規定による認定申請をしようとする日（以下「認定申請日」という。）

において、次のいずれにも該当すること。 

ア 認定申請日において、年齢が39歳以下であり、次のいずれかに該当すること。 

（ア）基準日の前日において、大学等を卒業見込みであること。 

（イ）既に大学等を卒業しており、基準日の前日において、大学等を卒業した日から

の経過年数が３年以内であること。 

イ 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けていること。 

ウ 基準日において、市の住民基本台帳に記録され、かつ、定住を５年以上継続する意

思を有すること。 

エ 基準日において、市内福祉事業所等に就業し、かつ、５年以上継続する意思を有す

ること。 

(2) 第８条第１項の規定による交付申請をしようとする日において、次のいずれにも該

当すること。 

ア 基準日以降継続して、市の住民基本台帳に記録されていること。 

イ 基準日以降継続して、就業していること。 

ウ 奨学金の返還を滞納していないこと。 

エ 市の市税等を滞納していないこと。 

オ 本要綱で定める支援金と同種の支援を受けていないこと。 



２ 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援

金は交付しない。 

(1) 公務員（国家公務員法（昭和22年法律第120号）に規定する国家公務員又は地方公務

員法（昭和25年法律第261号）に規定する地方公務員をいう。）として就職している場

合 

(2) 日野市暴力団排除条例（平成24年日野市条例第29号）第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者である場合 

(3) 就業における事業内容が、公序良俗に反するものである場合 

（交付対象者の認定） 

第４条 交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、支援金交付

対象者認定申請書（第１号様式）又は日野市電子申請サービスの利用に関する要綱（令

和４年４月１日制定）第４条の日野市電子申請サービスにより、市長に申請し、交付対

象者の認定を受けなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類 

(2) 大学等に在学していること又は大学等を卒業していることを証明する書類 

(3) 誓約書（第２号様式） 

(4) 既に市内福祉事業所等に就業している場合、採用年月日を証明する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の申請は、基準日の属する年度の翌年度から支援金の交付を受けようとすると

きは、当該基準日の前日までに行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて

調査を行い、適当と認めたときは、交付対象者の認定を行うものとする。 

５ 市長は、前項の審査及び調査により、適当と認めたときは、支援金交付対象者認定通

知書（第３号様式）により交付対象者に通知するものとする。 

６ 市長は、第４項の審査及び調査により、適当でないと認めたときは、支援金交付対象

者認定申請却下通知書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 



第５条 交付認定者は、氏名、住所又は就業状況に変更があったときは、変更事項届出書

（第５号様式）を速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 氏名、住所の変更の場合 変更後の住民票の写し 

(2) 就業状況の変更の場合 変更後の就業状況を証明する書類 

（支援金の額及び交付対象期間） 

第６条 １年当たりの支援金の額は、支援金の交付を申請する年度の前年度の10月１日か

ら翌年度の９月30日までに返還した奨学金の返還金の額とし、10万円を限度とする。 

２ 支援金の交付の対象となる期間は、基準日の属する年度の10月１日から起算して５年

間とする。 

（交付申請） 

第７条 交付認定者は、支援金の交付を受けようとするときは、基準日の属する年度の翌

年度以後、毎年度、10月１日から同月31日までの間に、支援金交付申請書（第６号様式）

若しくは日野市電子申請サービスの利用に関する要綱（令和４年４月１日制定）第４条

の日野市電子申請サービスにより、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 在職証明書（第７号様式） 

(2) 住民票の写し 

(3) 支援金の交付申請をする日の属する年度の前年度の10月１日から起算して１年間

において返還した奨学金の額を確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、第１項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応

じて調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において支援金の交付の決定を行

うものとする。 

４ 市長は、前項の審査及び調査により、適当と認めたときは、支援金交付決定通知書（第

８号様式）により交付認定者に通知するものとする。 

５ 市長は、第３項の審査及び調査により、適当でないと認めたときは、支援金交付申請

却下通知書（第９号様式）により交付認定者に通知するものとする。 



（交付請求） 

第８条 交付認定者は、前条第４項の規定による支援金の交付の決定の通知を受けたとき

は、当該決定を受けた日から30日以内に、市長に対し、支援金交付請求書（第10号様式）

により支援金を請求しなければならない。 

（認定の取消等） 

第９条 市長は、交付認定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者の認

定又は支援金の交付を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付対象者の認定又は支援金の交付の決定を受けた

とき。 

(2) 第３条に規定する交付要件を欠いたとき。 

(3) 前２号のほか、市規則及び他の法令に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付対象者の認定又は支援金の交付を取り消したときは、

認定等取消通知書（第11号様式）により、交付認定者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支

援金を交付しているときは、期限を定めて当該支援金の返還を命ずることができる。 

４ 市長は、前項の規定により支援金の返還を命ずるときは、支援金返還命令書（第12号

様式）により行うものとする。 

（添付書類の省略） 

第10条 市長は、この要綱の規定により申請書、届出書等に添えなければならない書類に

より証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省

略させることができる。 

（報告等） 

第11条 市長は、交付対象者及び交付認定者に対し、必要と認める事項について、報告を

求め、又は調査することができる。 

（制度の見直し） 

第12条 本支援金は、日野市補助金等の適正な運用に関するガイドラインに基づき、見直

しを行うものとする。 

（その他） 



第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

付 則 

１ この要綱は、令和７年１月14日から施行する。 

２ この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定

をした支援金に係る規定については、この要綱失効後も、なお効力を有する。  



別表（第２条関係） 

介護老人福祉施設 居宅介護事業所 

介護老人保健施設 重度訪問介護事業所 

介護医療院 同行援護事業所 

介護療養型医療施設 行動援護事業所 

訪問介護事業所 療養介護事業所 

訪問入浴介護事業所（介護予防を含む。） 生活介護事業所 

訪問看護事業所（介護予防を含む。） 短期入所事業所 

訪問リハビリテーション事業所（介護予

防を含む。） 
重度障害者等包括支援事業所 

通所介護事業所 自立訓練事業所（機能訓練・生活訓練） 

短期入所生活介護事業所（介護予防を含

む。） 
就労移行支援事業所 

短期入所療養介護事業所（介護予防を含

む。） 
就労継続支援事業所 

通所リハビリテーション事業所（介護予

防を含む。） 
就労定着支援事業所 

特定施設入居者生活介護事業所（介護予

防を含む。） 
自立生活援助事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所 
共同生活援助事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 障害者支援施設事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所（介護予

防を含む。） 
一般相談支援事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 特定相談支援事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所（介護

予防を含む。） 
児童発達支援事業所 

認知症対応型通所介護事業所（介護予防

を含む。） 
医療型児童発達支援事業所 

地域密着型特定施設入居者生活介護事

業所 
放課後等デイサービス事業所 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護事業所 
居宅訪問型児童発達支援事業所 

地域密着型通所介護事業所 保育所等訪問支援事業所 

居宅介護支援事業所 福祉型障害児入所施設 

介護予防支援事業所 医療型障害児入所施設 



介護予防・日常生活支援総合事業 第1

号訪問事業所 
障害児相談支援事業所 

介護予防・日常生活支援総合事業 第1

号通所事業所 
移動支援事業所 

地域包括支援センター 日中一時支援事業所 

養護老人ホーム 訪問入浴サービス事業所 

 地域活動支援センター 

 

  



 



 

  



 



  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

  



 



  



 



  



 


